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判
　
例
　
研
　
究

八
二

（
五
九
六
）

〔
労
働
法
・
経
済
法
九
七
〕
　
郵
政
局
職
員
の
政
治
的
行
為
と
戒
告
処
分
の
効
力

（
灘
講
欝
七
九
号
）

〔
事
実
〕

一
　
被
控
訴
人
（
原
告
）
は
、
控
訴
人
（
被
告
）
東
京
郵
政
局
本
所
郵
便
局
に
勤

務
し
、
郵
政
外
務
（
配
達
）
を
職
務
と
す
る
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
で

あ
る
。

二
　
被
控
訴
人
は
、
全
逓
労
組
本
所
支
部
に
所
属
す
る
組
合
員
で
、
青
年
部
副

部
長
で
あ
る
と
こ
ろ
、
昭
和
四
一
年
五
月
一
日
（
日
曜
日
）
、
東
京
都
立
代
々
木

公
園
で
行
わ
れ
た
第
三
七
回
中
央
メ
ー
デ
ー
の
集
会
に
参
加
し
、
つ
い
で
行
わ

れ
た
集
団
示
威
行
進
に
際
し
、
会
場
出
発
後
約
三
〇
分
間
に
わ
た
り
、
「
ア
メ

リ
カ
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
に
加
担
す
る
佐
藤
内
閣
打
倒
ー
首
切
り
合
理
化
絶
対
反
対

全
逓
本
所
支
部
」
と
記
載
さ
れ
た
横
断
幕
（
横
約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
縦
約
一
メ
ー

ト
ル
の
布
製
の
横
断
幕
で
両
端
を
竹
竿
で
支
え
る
も
の
）
を
掲
げ
て
行
進
し
た
．

　
本
件
横
断
幕
の
記
載
文
言
は
、
全
逓
本
所
支
部
の
選
定
に
か
か
る
も
の
で
、

被
控
訴
人
は
前
記
副
部
長
の
地
位
に
あ
つ
て
、
本
件
横
断
幕
の
記
載
文
言
の
選

定
に
参
加
し
、
ま
た
自
ら
右
文
言
を
書
く
な
ど
し
て
、
指
導
的
役
割
を
果
し

た
。三

　
控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
、
本
件
横
断
幕
を
掲
げ
て
行
進
し
た
行
為
が
、

人
事
院
規
則
一
四
－
七
「
政
治
的
行
為
」
第
五
項
第
四
号
、
第
六
項
第
二
二
号

に
規
定
す
る
政
治
目
的
の
た
め
の
政
治
的
行
為
に
該
当
し
、
国
家
公
務
員
法
第

一
〇
二
条
第
一
項
「
政
治
的
行
為
の
制
限
」
に
違
反
す
る
の
で
、
同
法
第
八
二

条
第
一
号
お
よ
び
同
第
三
号
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
昭
和
四

一
年
二
月
二
二
目
、
被
控
訴
人
に
対
し
戒
告
処
分
に
し
た
。

〔
判
旨
〕
控
訴
棄
却

一
　
「
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
お
よ
び
そ
の
委
任
に
基
づ
く
人
事
院
規
則

一
四
ー
七
は
、
一
般
職
国
家
公
務
員
の
政
治
的
行
為
を
き
わ
め
て
広
範
に
制
限

し
て
い
る
．
右
政
治
活
動
の
制
限
の
理
由
は
．
『
国
家
公
務
員
法
の
適
用
を
受
け

る
一
般
職
に
属
す
る
公
務
員
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
あ
た
つ
て
は
、
厳
に
政

治
的
に
中
立
の
立
場
を
堅
持
し
、
い
や
し
く
も
一
部
の
階
級
若
し
く
は
一
派
の

政
党
又
は
政
治
団
体
に
偏
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
は

じ
め
て
、
一
般
職
に
属
す
る
公
務
員
が
憲
法
一
五
条
に
い
う
全
体
の
奉
仕
者
で

あ
る
所
以
も
全
う
せ
ら
れ
、
ま
た
政
治
に
か
か
わ
り
な
く
法
規
の
下
に
お
い
て

民
主
的
且
つ
能
率
的
に
運
営
せ
ら
る
べ
ぎ
行
政
の
継
続
性
と
安
定
性
が
確
保
さ

れ
う
る
。
』
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
一
二
目
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
）
こ
と
に
あ
る
。



さ
ら
に
右
に
加
う
る
に
一
般
職
の
国
家
公
務
員
が
国
の
行
政
機
関
を
構
成
す
る

と
い
う
そ
の
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
き
は
、
公
務
の
政
治
的
中
立
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
の
確
保
、
維
持
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
ひ

と
し
く
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
公
務
員
で
あ
つ
て
も
、
国
会
議
員
・
等
の

政
治
的
公
務
員
に
政
治
的
自
由
が
認
め
ら
れ
、
他
方
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に

対
し
て
は
政
治
的
中
立
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
が
要
求
さ

れ
る
の
は
、
各
々
の
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
職
務
内
容
の
相
違
に
由
来
し
、

そ
の
相
違
は
、
議
会
制
民
主
主
義
と
法
治
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
対
す
る
前
記
要
求
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
憲
法
第

一
五
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
全
体
の
奉
仕
者
た
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
両
者
の
考
え
の
間
に
本
質
的
相
違
は
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
．

　
し
か
し
な
が
ら
公
務
員
と
い
え
ど
も
個
人
と
し
て
、
そ
の
市
民
的
自
由
、
政

治
的
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
そ
の
も
の

に
内
在
す
る
原
則
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
民
主
制
国
家
に
お
い
て
は
、

国
民
の
政
治
的
行
為
の
自
由
こ
そ
政
治
の
民
主
的
運
営
に
必
要
不
可
欠
の
も
の

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
政
治
的
行
為
の
自
由
は
、
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
の
保

障
す
る
表
現
の
自
由
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
最
大
限
の
尊
重
を
必
要
と

す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
政
治
的
自
由
の
民
主
制
社
会

に
お
け
る
重
要
性
に
鑑
み
る
と
き
は
、
行
政
の
中
立
確
保
お
よ
び
そ
れ
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
維
持
の
た
め
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
き
政
治
活
動
に
対

す
る
制
限
は
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
必
要
な
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
い
や
し
く
も
右
目
的
達
成
に
不
必
要
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
　
　
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
政
治
活
動
に
対
す
る
制
限
が
必
要
最
小

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

限
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
つ
て
は
、
公
務
員
の
地
位
、
職
務

内
容
職
務
上
の
行
為
か
職
務
外
の
行
為
か
、
勤
務
時
間
内
の
行
為
か
勤
務
時

間
外
の
行
為
か
、
国
の
施
設
を
利
用
し
て
な
さ
れ
た
か
否
か
、
職
務
を
利
用
す

る
意
図
を
も
つ
て
な
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
個
別
的
具
体

的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
」

二
　
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
行
政
過
程
に
関
与
す
る
職
員

に
つ
い
て
は
、
「
職
務
の
執
行
に
際
し
て
の
み
な
ら
ず
、
職
務
外
に
お
い
て
あ

る
い
は
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
前
記
政
治
活
動
を
行
う
と
き
は
、
や
は
り
公
務

の
公
正
な
運
営
も
し
く
は
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
損
わ
れ
る
虞
が
あ
る

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
行
政
過
程
に
全
く
関
与
せ

ず
、
か
つ
、
そ
の
業
務
内
容
が
細
目
ま
で
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

機
械
的
労
務
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
非
管
理
職
に
あ
る
現
業
公
務
員
が
政
治

活
動
を
す
る
場
合
は
、
そ
れ
が
職
務
の
公
正
な
運
営
能
率
を
阻
害
し
あ
る
い
は

国
民
の
信
頼
を
損
う
程
度
は
、
前
記
の
場
合
に
比
し
、
よ
り
少
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
．
勿
論
こ
れ
ら
非
管
理
職
に
あ
る
現
業
公
務
員
の
政
治
活
動
と
い
え
ど

も
前
記
弊
害
を
と
も
な
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
・
公
務
の
中
立
性
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
を
損
い
あ
る
い
は
公
務
の
公
正
が
害
さ
れ
る
虞
な
し
と
し
な

い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
政
治
活
動
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
、
人
事
院
規
則
一
四
ー
七
第
五
項
第

四
号
第
六
項
二
二
号
は
、
特
定
の
内
閣
に
反
対
す
る
政
治
的
目
的
を
有
す
る
（
署

名
あ
る
）
文
書
を
掲
示
す
る
こ
と
を
一
律
に
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

右
行
為
を
前
記
非
管
理
職
の
現
業
公
務
員
が
勤
務
時
間
外
に
、
国
の
施
設
を
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
五
九
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

用
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
職
務
を
利
用
し
も
し
く
は
そ
の
公
正
を
害
す
る
意

図
な
し
に
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
に
よ
り
公
務
の
中
立
性
が
害
さ
れ
る

お
そ
れ
の
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
国
民
の
信
頼
を
損
う
お
そ
れ
も
又
な
い
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
．
も
と
も
と
政
策
決
定
あ
る
い
は
裁

量
権
の
行
使
に
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
権
限
を
有
し
な
い
職
員
が
、
時
間
的
、
場

所
的
に
、
又
そ
の
意
図
の
上
に
お
い
て
も
職
務
と
離
れ
て
、
前
記
の
如
ぎ
行
為

を
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
行
政
が
政
治
的
に
影
響
を
受
け
あ
る
い
は
行
政
運
営

の
能
率
が
阻
害
さ
れ
、
も
し
く
は
そ
の
掲
示
に
よ
り
国
民
が
公
務
の
公
正
な
運

営
に
危
惧
を
抱
き
、
信
頼
を
損
う
に
至
る
お
そ
れ
は
な
い
も
の
と
い
う
べ
ぎ
だ

か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
少
く
と
も
右
職
員
に
対
し
て
は
、
前
記
行
為
を
制
限
す

る
根
拠
は
存
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
」

三
　
「
被
控
訴
人
が
郵
便
配
達
員
で
、
行
政
過
程
に
関
与
せ
ず
、
単
に
機
械
的

労
務
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
非
管
理
職
の
現
業
公
務
員
で
あ
る
こ
と
お
よ
び

本
件
行
為
が
勤
務
時
間
外
に
そ
の
職
務
ま
た
は
国
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
な

く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
は
．
職
員
は
人
事
院
規
則
で
定
め
る

政
治
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
、
又
そ
れ
を
う
け
て
人
事
院
規
則
一

四
ー
七
は
、
す
べ
て
の
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に
同
規
則
が
適
用
さ
れ
る
旨
明

記
さ
れ
て
お
り
（
第
一
項
）
、
同
規
則
第
五
項
第
四
号
第
六
項
第
一
三
号
の
規
定

を
合
理
的
に
制
限
解
釈
を
加
え
る
余
地
は
全
く
存
し
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
よ
つ
て
被
控
訴
人
の
本
件
行
為
に
、
・
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
人

事
院
規
則
一
四
－
七
第
五
項
第
四
号
第
六
号
第
一
三
号
が
適
用
さ
れ
る
限
度
に

お
い
て
．
右
各
規
定
か
憲
法
第
一
二
条
に
違
反
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
被
控
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
　
（
五
九
八
）

人
に
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
従
つ

て
本
件
行
為
が
右
各
規
定
に
該
当
も
し
く
は
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に

右
各
規
定
を
適
用
し
て
な
し
た
本
件
懲
戒
処
分
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
効
力

を
有
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

〔
評
釈
〕

一
　
本
件
の
一
審
判
決
（
東
京
地
裁
昭
四
六
・
二
・
一
判
例
時
報
六
四
六
・
二
六
）

お
よ
び
本
判
決
は
、
と
も
に
本
件
戒
告
処
分
に
つ
き
、
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
国

家
公
務
員
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
、
人
事
院
規
則
一
四
ー
七
等
を
被
控
訴
人
の

本
件
行
為
に
適
用
す
る
限
度
で
、
右
各
条
項
が
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
に
違
反

し
、
本
件
戒
告
処
分
が
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
旨
を
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
判
断
を
な
す
に
あ
た
つ
て
の
法
的
理
由
付
け
に
つ
い
て
は
、
両
判
決
の

間
に
、
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。

　
ω
一
般
職
に
あ
る
国
家
公
務
員
の
政
治
的
自
由
を
制
限
す
る
根
拠
お
よ
び
そ

の
限
界
に
つ
い
て
は
、
本
件
一
審
判
決
で
は
（
憲
法
第
一
五
条
に
も
と
づ
く
「
全
体

の
奉
仕
者
」
説
を
排
斥
し
た
う
え
）
．
一
般
職
国
家
公
務
員
の
政
治
的
中
立
の
要
請
に

も
と
め
、
右
要
請
は
議
会
制
民
主
主
義
と
法
治
主
義
に
由
来
す
る
と
す
る
の
に

対
し
．
本
判
決
は
、
そ
の
根
拠
を
憲
法
第
一
五
条
の
「
全
体
の
奉
仕
者
」
た
る

性
質
に
も
と
づ
く
公
務
員
の
政
治
的
中
立
お
よ
び
そ
の
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み

「
公
務
員
の
政
治
的
中
立
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
、
維
持
」
に
求
め
て

い
る
。

　
ω
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
・
制
限
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の

判
断
基
準
と
し
て
、
本
件
一
審
判
決
で
は
、
政
治
的
自
由
の
制
限
は
行
政
の
中



立
性
確
保
の
た
め
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
判

断
の
基
準
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
択
し
う
る
手

段
」
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
具
体
的
基
準
と
し
て
公
務
員
の
職
務
権

限
と
関
連
が
あ
り
、
か
つ
職
務
執
行
と
関
連
が
あ
る
も
の
に
限
る
と
し
た
の
に

対
し
、
本
判
決
は
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
お
よ
び
国
民
の
こ
れ
に
対
す
る

信
頼
性
確
保
の
た
め
、
公
務
員
の
地
位
、
職
務
内
容
、
職
務
執
行
と
の
関
係
の

ほ
か
、
国
の
施
設
の
利
用
の
有
無
、
職
務
を
利
用
す
る
意
図
、
動
機
の
有
無
な

ど
を
個
別
的
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
る
．
な
お
、
憲
法

第
一
五
条
に
規
定
す
る
「
全
体
の
奉
仕
者
」
た
る
こ
と
は
、
公
務
員
の
政
治
活

動
の
制
限
の
根
拠
と
な
り
え
て
も
、
そ
の
必
要
最
小
限
度
の
制
限
の
程
度
、
範

囲
を
定
め
る
基
準
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
⑥
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
、
人
事
院
規
則
一
四
ー
七
の
各
規
定
が
合
憲

的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
本
件
一
審
判
決
は
、
右
規
定
等
の
文
理
解
釈

に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
公
務
員
に
対
し
一
律
に
選
挙
権
の
行
使
以
外
の
一
切
の

政
治
的
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
違
憲
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
が
、
合
理
的

解
釈
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
　
「
辛
う
じ
て
合
憲
性
を
保
持
で
き
」
、
前
記
合
憲

性
判
断
の
基
準
に
の
つ
と
り
適
用
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、

本
判
決
は
、
右
規
定
等
に
は
す
べ
て
の
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に
適
用
さ
れ
る

旨
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
「
合
理
的
に
制
限
解
釈
を
加
え
る
余
地
は

全
く
存
せ
ず
」
、
こ
れ
を
被
控
訴
人
の
本
件
行
為
に
適
用
さ
れ
る
限
度
に
お
い

て
憲
法
第
二
一
条
に
違
反
し
、
被
控
訴
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

し
て
い
る
。

　
右
ω
な
い
し
⑥
の
諸
点
は
、
本
件
一
・
二
審
の
各
判
決
に
お
け
る
差
異
で
あ

　
　
　
判
　
例
研
　
究

る
の
み
な
ら
ず
、
学
説
、
判
例
に
お
い
て
も
対
立
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
き
考
察
を
加
え
る
。

二
　
公
務
員
の
政
治
的
自
由
を
制
限
す
る
根
拠

　
ω
右
政
治
的
自
由
を
制
限
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
③
特
別
権
力
関
係
、
⑤
全

体
の
奉
仕
者
、
◎
政
治
と
行
政
と
の
分
離
、
⑥
公
務
員
の
利
益
の
保
護
な
ど
が

　
　
　
　
　
（
1
）

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
本
件
一
審
判
決
は
、
「
全
体
の
奉
仕
者
」
説
を
排
斥
し
、
議
会
制
民
主
主
義

と
法
治
主
義
に
由
来
す
る
「
公
務
員
の
政
治
的
中
立
の
要
請
」
に
そ
の
根
拠
を

求
め
て
い
る
が
、
右
判
決
に
お
け
る
全
体
の
奉
仕
者
説
に
対
す
る
批
判
も
右
「
全

体
の
奉
仕
者
」
の
概
念
と
政
治
的
行
為
と
は
論
理
必
然
的
に
両
立
し
え
な
い
も

の
で
は
な
い
な
ど
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
上
実
質
的
批

判
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
む
し
ろ
、
全
体
の
奉
仕
者
の
観
念
と
議
会
制
民
主
主
義
お
よ
び
法
治
主
義
の

原
理
と
は
「
互
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
づ
け
を
よ
り
正
確

な
十
分
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
相
互
に
関
連
を
も
つ
て
そ
の
意
味
内
容
を
補

充
し
合
う
も
の
」
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
本
質
的
に
異
る
も
の
で
は
な
い
の
で

　
（
2
）

あ
る
。

　
㈲
本
判
決
は
、
右
制
限
の
根
拠
を
示
す
に
あ
た
り
最
高
裁
判
所
昭
和
三
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

三
月
一
二
目
大
法
廷
判
決
（
最
判
刑
集
一
二
・
三
・
五
〇
一
）
を
引
用
し
て
い
る
．

し
か
し
、
右
引
用
に
か
か
る
判
決
に
は
「
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
つ
て
一
部
の
奉

仕
者
で
は
な
い
」
「
政
治
に
か
か
わ
り
な
い
行
為
の
運
営
の
必
要
」
「
政
治
的
に

中
立
の
立
場
」
「
公
共
の
福
祉
」
な
ど
、
お
よ
そ
制
限
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る

も
の
は
す
べ
て
を
網
羅
的
に
書
き
つ
ら
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
の
関
係
は
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
五
九
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
論
拠
の
中
心
は
も
と
よ
り
「
全
体
の
奉
仕
者
」
に

あ
る
．

　
憲
法
第
一
五
条
第
二
項
が
「
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
つ
て
、
一
部
の

奉
仕
者
で
は
な
い
」
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
公
務
員
が
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と

し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
べ
き
も
の
で
、
一
党
一
派
な
ど
特
定
の
政

治
勢
力
の
利
益
に
奉
仕
す
る
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
を
意

、
（
5
）

味
し
、
こ
こ
に
公
務
員
の
政
治
的
中
立
の
要
請
が
成
立
す
る
と
い
わ
れ
る
。

　
⑥
本
判
決
は
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
の
要
請
の
ほ
か
、
公
務
員
の
職
務
の

特
殊
に
鑑
み
「
公
務
の
政
治
的
中
立
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
、
維
持
に

あ
る
」
こ
と
を
判
示
し
、
国
公
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
、
人
事
院
規
則
一
四
ー

七
の
各
規
定
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
つ
て
も
．
公
務
員
の
政
治
的
行
為

が
右
「
信
頼
」
を
損
う
も
の
か
否
か
を
、
一
つ
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
い
る
。

　
こ
の
「
国
民
の
信
頼
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
総
理
府
統
計
局
事
件

第
一
審
判
決
（
東
京
地
裁
昭
四
四
・
六
二
四
、
判
例
時
報
五
六
六
・
三
）
に
お
い
て
、

「
最
も
重
視
す
べ
き
も
の
は
、
一
般
国
民
に
対
し
、
行
政
官
庁
の
公
正
な
運
営
に

つ
い
て
一
般
的
に
不
安
、
不
信
、
疑
惑
を
起
さ
せ
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の

弊
を
避
け
る
た
め
に
憲
法
第
一
五
条
第
二
項
に
よ
る
要
請
と
し
て
憲
法
第
一
二

条
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
に
あ
る
程
度
の
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
合
理
的
な

理
由
が
あ
る
」
と
し
、
学
説
に
お
い
て
も
、
「
公
務
員
の
職
務
外
で
の
政
治
的

活
動
の
制
限
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
・
公
務
の
政
治
的
中
立
、
公
正
に
た

い
す
る
『
国
民
の
信
頼
維
持
』
と
い
う
よ
う
な
中
間
項
的
な
理
由
が
必
要
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
い
か
一
と
い
わ
れ
て
い
る
。
行
政
は
究
極
的
に
は
国
民
全
体
の
た
め
に
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
六
〇
〇
）

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
国
民
全
体
か
ら
信
頼
を
得
、
協
力
を
う
け
る

の
で
な
け
れ
ば
、
「
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
」
な
行
政

の
運
営
は
期
待
し
え
な
い
の
で
あ
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
か
よ
う
な
「
国
民
の
信
頼

の
確
保
」
の
必
要
は
、
公
務
員
の
政
治
的
自
由
を
制
限
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な

る
も
の
と
考
え
る
．

三
　
違
憲
判
断
の
審
査
基
準
に
つ
い
て

　
ω
右
判
断
基
準
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
．

　
＠
合
理
性
の
基
準
　
　
こ
の
基
準
は
、
最
高
裁
昭
和
四
〇
年
七
月
一
四
目
大

法
廷
判
決
（
最
判
民
集
一
九
・
五
・
二
九
八
）
に
お
い
て
国
民
の
権
利
に
対

す
る
制
限
に
つ
き
立
法
府
が
第
一
次
的
な
裁
量
権
を
有
し
「
合
理
的
範
囲
の
規

制
」
を
示
し
た
と
い
わ
れ
、
猿
払
事
件
一
審
判
決
　
（
旭
川
地
裁
昭
四
三
・
三
・
二

五
．
判
例
時
報
五
一
四
・
二
9
に
引
用
さ
れ
た
米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ミ
ッ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

エ
ル
判
決
も
右
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
．
こ
の
基
準
は
、
「
経

済
的
自
由
を
規
制
す
る
憲
法
適
否
を
審
査
す
る
場
合
の
も
の
」
と
い
わ
れ
、

「
立
法
府
の
広
汎
な
裁
量
性
を
前
提
と
す
る
」
た
め
精
神
的
自
由
の
中
核
を
な

す
表
現
の
自
由
の
問
題
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
⑤
必
要
最
小
限
度
の
基
準
　
　
こ
の
基
準
の
内
容
は
全
逓
中
郵
事
件
判
決
に

示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
◎
基
準
と
の
異
同
、
関
連
が
問
題

と
な
る
。

　
◎
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
基
準
　
　
こ
の
基
準

は
、
言
論
、
宗
教
、
結
社
等
の
個
人
的
自
由
の
制
限
が
問
題
と
な
る
場
合
の
も

の
と
い
わ
れ
、
規
制
を
う
け
る
個
人
の
自
由
に
「
大
き
な
比
重
を
お
い
た
う
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
」
価
値
衡
量
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
テ
メ
ト
の
内
容
と
し
て
、
④
そ



の
制
約
が
公
務
の
向
上
に
合
理
的
関
連
を
有
す
る
こ
と
、
◎
制
限
さ
れ
る
利
益

よ
り
も
公
衆
の
利
益
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
、
㊦
他
に
代
る
べ
き
手
段
の
あ

る
こ
と
、
で
あ
る
．
こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
明
白
・
現
在
の
危
険
」
の
原
則

と
の
異
同
が
間
題
と
な
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
な
お
、
「
過
度
の
広
汎
性
」
の
理
論
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
本
件
で
は
問

題
と
な
つ
て
い
な
い
。

　
ω
右
の
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
基
準
は
、
猿
払
事
件

一
審
判
決
以
後
、
同
種
事
件
の
い
く
つ
か
の
判
決
（
む
つ
営
林
署
事
件
、
徳
島
郵

　
　
（
1
0
）

便
局
事
件
）
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
本
件
一
審
判
決
も
ま
た
こ
れ
を
採
用
し
た
．

　
猿
払
事
件
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
準
に
よ
つ
て
、
公
務
員
の
政
治

的
行
為
を
規
制
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
ほ
か
、
も
つ
ぽ
ら
規
制
違
反
の
行

為
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
刑
事
罰
を
課
す
る
こ
と
の
相
当
性
の
判
断
に
重
点

が
お
か
れ
て
い
る
．
と
こ
ろ
が
、
本
件
一
審
判
決
は
、
政
治
的
行
為
を
制
限
す

る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
択
し
う
る
手
段
」
が
な

い
こ
と
を
判
断
の
要
件
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
猿
払
事
件
一
審
判
決
で
は
、
こ
の
基
準
に
よ
り
、
刑
事
罰
以
外
の

制
裁
な
ど
「
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
つ
た
の
に
対

し
、
本
件
一
審
判
決
は
規
制
自
体
に
つ
き
「
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
な
い
こ

と
が
要
件
と
な
つ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
、
そ
の
内
容
お
よ
び
挙
証
責
任
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

ど
に
つ
き
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
⑥
本
件
一
審
判
決
は
、
こ
の
基
準
を
採
用
し
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
公
務
員

の
職
務
権
限
お
よ
び
職
務
執
行
と
の
関
連
性
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
判

決
は
、
こ
の
基
準
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
公
務
員
の
地
位
、
職
務
内
容
、
職
務

　
　
　
判
例
　
研
　
究

執
行
と
の
関
連
、
国
の
施
設
の
利
用
、
動
機
な
ど
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
公
務
員
の
地
位
の
特
殊
性
、
職
務
の
政
治
的
中
立
性
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
右
基
準
と
論
理
的
な
関
連
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
本
件
一
審
判
決
で
は
、
公
務
員
が
①
職
務
権
限
を
有
し
、
か
つ
②
職

務
執
行
と
関
連
の
あ
る
も
の
に
限
る
た
め
、
職
務
時
間
外
な
ど
、
右
②
の
要
件

を
欠
く
と
き
は
、
た
と
え
右
①
の
要
件
を
具
え
る
と
き
も
そ
の
者
の
行
為
は
規

制
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
行
政
過
程
に

関
す
る
職
員
（
①
の
要
件
を
具
備
）
の
行
為
は
職
務
の
内
外
を
問
わ
ず
（
②
の
要
件

は
不
要
）
制
限
さ
れ
、
非
管
理
職
の
現
業
公
務
員
で
あ
つ
て
も
「
公
私
の
影
響

力
を
政
治
目
的
の
た
め
に
利
用
」
す
る
場
合
な
ど
に
は
規
制
さ
れ
る
た
め
、
規

制
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
が
広
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲
本
判
決
に
お
い
て
「
政
治
的
中
立
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
」
が
公

務
員
の
政
治
的
自
由
の
制
限
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
が
．
国
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
体
と
し
て
の
行
政
が
遂
行
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
地
位
、
職
務
内
容
の
公
務
員
か
、
職
務
中
か
否

か
、
そ
の
動
機
は
い
か
な
ろ
も
の
か
な
ど
、
到
底
知
る
由
も
な
く
、
こ
れ
ら
を

区
別
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
つ
て
、
右
の
如
き
具
体
的
基
準
（
右
①
、
②
の
要
件
）

の
み
に
ょ
つ
て
は
問
題
は
解
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
．
本
判
決
は
、
非
管
理
職
に
あ

る
現
業
公
務
員
が
時
間
的
、
場
所
的
、
動
機
に
お
い
て
職
務
と
は
な
れ
て
い
る

と
き
は
、
「
国
民
の
信
頼
を
損
う
に
至
る
お
そ
れ
は
な
い
」
と
断
定
す
る
が
、

右
「
国
民
の
信
頼
」
を
要
件
化
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
、
お
よ
び
右
要
件

事
実
の
内
容
こ
そ
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
⑥
必
要
最
小
限
度
の
原
則
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
全
逓
中
郵
事
件
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
六
〇
一
）
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い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
規
制
の
対
象
が
労
働
基
本
権
か
精
神
的
自
由

か
に
よ
つ
て
広
狭
の
差
が
あ
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
最
小
限
度
の
制
限
に
と

ど
め
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
「
よ
り
制
限
的
で
な

い
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
基
準
は
、
「
必
要
最
小
限
度
の
制
限
」
の
原
則
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

よ
り
具
体
化
し
、
補
完
的
機
能
を
い
と
な
む
基
準
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
、
か
え

つ
て
前
者
は
内
容
的
に
明
ら
か
で
な
い
（
前
記
ω
お
よ
び
⑥
）
だ
け
に
混
乱
を
ま

ね
く
お
そ
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
違
憲
判
断
の
態
様

　
ω
違
憲
判
断
の
態
様
と
し
て
は
、
④
全
部
違
憲
と
し
て
の
法
令
違
憲
も
し
く

は
立
法
違
憲
、
⑤
一
部
違
憲
お
よ
び
適
用
違
憲
、
◎
合
憲
解
釈
も
L
く
は
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

解
釈
な
ど
の
態
様
が
あ
る
。
本
件
一
審
判
決
は
合
憲
“
限
定
解
釈
を
と
り
、
本

判
決
は
適
用
違
憲
を
と
つ
た
も
の
で
あ
る
．

　
ω
本
件
一
審
判
決
は
、
国
公
法
第
一
〇
二
条
、
人
事
院
規
則
一
四
ー
七
に
つ

き
、
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
違
憲
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
が
、
合
理
的
解
釈
に
よ

つ
て
「
辛
う
じ
て
合
憲
性
が
保
持
で
き
る
」
と
し
、
適
用
の
範
囲
を
限
定
す

る
。
こ
の
場
合
、
な
ぜ
合
憲
雁
限
定
解
釈
を
な
す
べ
き
か
そ
の
理
由
が
付
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
こ
の
判
示
に
対
し
て
は
、
　
「
矛
盾
が
明
示
さ
れ
」
「
理
解
に

　
　
（
M
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

苦
し
む
」
と
論
評
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
．
限
定
解
釈
を
施
し
た
場
合
に
は
、

適
用
違
憲
の
問
題
は
起
り
え
な
い
。

　
　
　
　
（
1
6
）

　
⑥
猿
払
事
件
等
に
お
い
て
「
適
用
違
憲
」
が
と
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
刑
法
体

系
上
の
位
置
付
け
に
つ
き
、
構
成
要
件
の
不
存
在
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
、

可
罰
的
違
法
性
の
問
題
（
藤
木
説
と
佐
伯
説
）
、
違
法
性
阻
却
事
由
な
ど
を
考
え

う
る
が
、
「
適
用
違
憲
」
の
民
事
法
的
法
律
構
成
に
つ
い
て
は
、
信
義
則
論
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
六
〇
二
）

し
く
は
権
利
濫
用
論
な
ど
、
別
途
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
．

　
（
1
）
佐
藤
功
「
公
務
員
と
基
本
的
人
権
」
公
法
研
究
…
子
九
三
．
今
村
成
和
「
公

　
　
　
務
員
の
基
本
的
人
権
」
法
律
時
報
五
五
丁
九
に
は
、
右
の
ほ
か
．
均
衡
論
（
合

　
　
　
理
性
の
原
則
、
必
要
最
小
限
度
の
原
則
、
埋
め
合
せ
の
原
則
）
を
制
限
の
根
拠
と

　
　
　
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
（
2
）
田
口
精
一
　
本
件
一
審
判
決
批
評
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
九
・
二
〇
）
阿
部
照
哉
・

　
　
　
判
例
評
論
一
五
六
・
二
二
六
。

　
（
3
）
本
判
決
で
は
前
記
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
て
、
政
治
的
自
由
の
制
限
の
根
拠
と

　
　
　
し
て
い
る
が
、
猿
払
事
件
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
右
最
高
裁
判
漢
が
「
憲
法
第

　
　
　
一
四
条
」
に
関
し
、
同
法
第
一
二
条
に
関
し
な
、
、
”
と
し
て
、
そ
の
先
例
性
を
否
定

　
　
　
し
て
い
る
か
の
如
ぎ
口
吻
が
み
え
る
。
し
か
し
、
右
事
案
は
、
表
現
の
自
由
を
制

　
　
　
限
し
た
国
公
法
第
一
〇
二
条
人
事
院
規
則
一
四
i
七
の
各
規
定
が
｝
般
国
民
と
の

　
　
　
関
係
で
「
平
等
原
則
」
に
反
し
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
意

　
　
　
味
で
憲
法
第
一
二
条
と
無
関
係
の
も
の
で
は
な
い
。
峯
村
光
郎
・
判
例
公
労
法
研

　
　
　
究
（
松
岡
担
当
）
二
六
頁
。

　
（
4
）
　
（
5
）
佐
藤
功
・
前
掲
論
文
九
四
頁
．

　
（
6
）
阿
部
照
哉
・
前
掲
論
文
一
五
六
・
一
三
六
．

　
（
7
）
芦
部
信
喜
「
現
業
公
務
員
の
政
治
活
動
規
制
と
表
現
の
自
由
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
i

　
　
　
一
九
六
九
年
九
月
号
四
頁
、
同
「
公
務
員
の
政
治
活
動
規
制
立
法
の
合
憲
性
判
定

　
　
　
基
準
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
五
⊥
○
文
以
下
「
芦
部
・
基
準
」
と
し
て
引
用
す
る
）
。

　
（
8
）
　
（
9
）
芦
部
・
基
準
九
四
。

　
（
1
0
）
む
つ
営
林
署
事
件
（
青
森
地
裁
昭
四
五
・
三
・
三
〇
、
判
例
時
報
六
一
一
・
九

　
　
　
九
）
、
徳
島
郵
便
局
事
件
（
徳
島
地
裁
昭
四
四
・
三
・
二
七
）
、
判
タ
一
二
九
・
二

　
　
　
四
三
、
高
松
高
裁
昭
四
六
・
五
の
一
〇
・
判
タ
ニ
六
六
・
一
三
九
）

　
（
1
1
）
本
件
に
お
い
て
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
」
の
基
準
を
採
用

　
　
　
し
た
こ
と
に
賛
成
す
る
も
の
に
、
峯
村
光
郎
編
著
「
判
例
公
労
法
研
究
」
四
ズ
阿

　
　
久
沢
担
当
）
．
阿
部
・
前
掲
論
文
＝
こ
七
、
萩
沢
清
彦
・
判
例
タ
イ
ム
ス
三
〇
三
・



　
九
八
と
、
批
判
的
な
学
説
（
今
村
成
和
「
猿
払
事
件
」
法
律
時
報
五
二
九
・
二
八
、

　
有
倉
遼
吉
「
公
務
員
の
政
治
的
行
為
」
法
律
時
報
五
五
一
・
二
〇
）
と
が
あ
る
．

（
1
2
）
阿
部
照
哉
「
政
治
的
行
為
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
〇
・
四
四
．

（
13
）
阿
部
照
哉
「
法
律
の
合
憲
解
釈
と
そ
の
限
界
」
法
学
論
叢
九
〇
・
一
～
三
・
九

　
九
、
同
、
前
掲
論
文
四
五
、
江
橋
崇
「
猿
払
事
件
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
二
年

　
一
二
月
一
八
○
。

（
1
4
）
有
倉
・
前
掲
論
文
二
二
、
阿
部
・
注
（
2
）
所
掲
の
論
文
一
三
八
。

（
1
5
）
限
定
解
釈
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
昭
四
八
・
四
・
二
五
大
法
廷
判
決
・

　
　
（
全
農
林
警
職
法
事
件
等
）
、
今
村
「
限
定
解
釈
批
判
論
の
誤
謬
」
法
律
時
報
五
四

　
一
二
三
お
よ
び
芦
部
「
合
憲
限
定
解
釈
と
判
例
変
更
の
限
界
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

　
三
六
・
四
六
、
そ
の
他
同
誌
所
掲
の
論
文
．

（
1
6
）
芦
部
・
前
掲
法
学
セ
ミ
ナ
：
論
文
（
七
頁
）
で
は
、
　
「
法
令
違
憲
の
ア
プ
冒
：

　
チ
が
妥
当
す
る
可
能
性
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
　
浩

判
　
例
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
六
〇
三
）


